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西区スポーツ施設は、平成18年(2006年)4月1日から、指定管
理者制度を導入しています。

本施設は指定管理者として「（公財）広島市スポーツ協会」が管
理運営を行っていますが、指定期間が令和7年3月31日で終了す
ることに伴い、新たな指定管理者を広島市が公募しました。

指定管理者を公募し審査を行った結果、「西区スポーツパートナー
ズ」が選定を受け、令和7年4月1日から新たな指定管理者として
管理運営を行うことになりました。

指定期間：令和7年4月1日から令和12年3月31日（5年間）
（観音新町運動広場については、令和7年3月29日から令和12年3月31日）

１．指定管理者変更の経緯



西区スポーツ施設 指定管理者

２．新指定管理者の団体概要

代表企業 構成企業

西区スポーツパートナーズ

【西区スポーツセンター、南観音庭球場・運動広場、観音新町運動広場】



シンコースポーツ中国株式会社は、施設の総合案内、フロント業務からトレーニング指導、スポーツ施設自体の管理、指定
管理者制度・PFI制度によるマネジメント事業、公共施設の新規開設や見直し時のコンサルティング・プランニング、教室指導
などさまざまな事業を展開しています。

行政サービス事業である公共スポーツ文化施設の民間委託に対して事業運営管理等の企画提案に取り組み、事業企画
運営専門会社としてグループ全体で全国NO1の実績を保有しています。

近隣の指定管理者実績

広島県立びんご運動公園 廿日市市スポーツセンター 呉市営プール 海田町福祉センター

２．新指定管理者の団体概要



イズミテクノでは、「ゆめタウン」の維持管理等を通じて、株式会社イズミと共に、創業以来「お客様の満足度No1」を目指し、
地域に根ざした店舗運営に基軸を置き実践してきました。

これからも施設のトータルメンテナンスおよび施設管理者として手掛ける「公共施設」の管理運営に傾注し、これまで以上に多
くの皆さまとともに、「みんなが栄える」未来づくりに努めてまいります。

近隣の指定管理者実績

２．新指定管理者の団体概要



４月以降の運営について
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３．4月以降の運営について
①基本的な営業時間、利用料金等について

休館日
水曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定
する休日に当たるときは、その日を除く。）
１２月２９日から翌年１月３日まで

現状通り利用い
ただけます。

開館時間
午前９時から午後９時まで。
ただし、７月１日から９月３０日までの間は、午前
８時３０分から午後９時３０分まで

現状通り利用い
ただけます。

利用料金
現状通り利用いただけます。
現在お持ちの定期券・回数券もご利用いただけます。

【西区スポーツセンター】
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３．4月以降の運営について
①基本的な営業時間、利用料金等について

休館日
水曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定
する休日に当たるときは、その日を除く。）
１２月２９日から翌年１月３日まで

現状通り利用い
ただけます。

開館時間

５月～８月 ９時～19時
３月、４月、９月、１０月 ９時～18時
１月、２月、１１月、１２月 9時～17時
（観音新町運動広場は専用利用の場合 9時～21時）

現状通り利用い
ただけます。

利用料金 現状通り利用いただけます。

【南観音庭球場・運動広場、観音新町運動広場】
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３．4月以降の運営について
①基本的な営業時間、利用料金等について

【観音新町運動広場】（呼称）内外工業いくえい会観音新町運動広場
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３．4月以降の運営について
①基本的な営業時間、利用料金等について

区 分 大 人 小 人

全面利用
（少年野球・ソフトボール4面またはサッカー2面または8人制
サッカー4面）

6,000円 3,000円

1/2面利用
（少年野球・ソフトボール2面またはサッカー1面または8人制
サッカー1面）

3,000円 1,500円

1/4面利用
（少年野球・ソフトボール1面または8人制サッカー1面）

1,500円 750円

【観音新町運動広場】（呼称）内外工業いくえい会観音新町運動広場
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３．4月以降の運営について

②受付方法について

現状通り利用いただけます。

③支払い方法について

【現金の場合】
現状通り利用いただけます。
一部の利用に券売機の導入を計画しています。

【キャッシュレスの場合】
現在のキャッシュレスシステムと違うシステムを導入しますが、
基本的には現状通り利用いただけます。
ゆめカード、クレジット払いで、0.5ポイントがたまります。



【今後計画している成人・高齢者向けプログラム（例）】【今後計画している幼児・小学生向けプログラム（例）】

【シニアヨガ】
13

３．4月以降の運営について

④運動教室などのフィットネスプログラム事業について
当面は現在の教室内容を継承します。将来的に「スクール管理システム」を導入した「月謝制」への移行を計
画しています。スマホやパソコンでの申込、クレジットカード決済など利便性を高める予定です。

【キッズスイミング】 【キッズスポーツ塾】

【ジュニアサッカー】【バスケットボール教室】

【 一般スイム 】 【 LesMILLS】

【バレトン教室】



よろしく
お願いいたします。

4月以降の運営に対するお問い合わせ先

西区スポーツパートナーズ

代表企業：シンコースポーツ中国株式会社

TEL 082-506-0208

担当者：大門、田中

みなさまのご期待に沿えますようスタッフ一同全力で満足度向上に努めてまいり
ます。何卒ご支援、お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
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